
障害者基本法改正に向けたＡＤＦフォーラム

権利条約の時代にふさわしい基本法を！

2018年
日 時 8月18日 13:00-16:30

会場：朝日新聞名古屋本社15階【朝日ホール】名古屋市中区栄1丁目3
土

13:10～14:10

講師：尾上浩二氏（おのうえこうじ）
(ＤＰＩ日本会議副議長・内閣府障害者制度改革アドバイザー)

基調講演

シンポジウム

「障害者基本法 ＤＰＩ日本会議試案とは」

14:45～16:25

＜シンポジスト＞
田中伸明氏（弁護士・名古屋市視覚障害者協会会長）
久保厚子氏（内閣府障害者政策委員・全国手をつなぐ育成会連合会会長）
尾上浩二氏（ＤＰＩ日本会議副議長・内閣府障害者制度改革アドバイザー）

＜進行＞
土屋葉氏（愛知大学教員）

「権利条約の時代にふさわしい基本法を！」

愛知障害フォーラム事務局（担当：木下）
電話：０５２-８５１-５２４０
ファックス：０５２－８５１－５２４１
Ｅメール：adf.jimu.2008@gmail.com

お問い合わせ

ＡＤＦ
設立10周年
記念事業

実定法である「障害者差別解消法」、「障害者虐待防止法」、「障害者総合支援法」等に
我々の考えを盛り込ませるためには、重要施策の方向性等の理念を定める「障害者基本法」
をどれだけ「障害者権利条約」に沿った形で改正できるかが必要不可欠であり、今後に大き
な影響を与えることになります。2016年4月施行の「障害者差別解消法」には法の3年後見直
し規定もあることから、秋の臨時国会に「改正障害者基本法」法案の提出を目標とし、急が
なければならないと考えます。そのために今回、障害者基本法改正の必要性の機運を高める
ことを目的として講演とシンポジウムをＡＤＦ設立10周年記念事業として開催致します。

主 催：愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）

参加費：500円 ※資料を必要としない介助者は無料
※要約筆記・手話通訳・ヒアリングループ・点字資料有



【会場へのアクセス】
徒 歩：JR名古屋駅より徒歩15分
地下鉄：東山線・鶴舞線伏見駅（7番出口）より徒歩5分
皆様、お誘い合わせの上、公共交通機関を利用して、ご参加下さい。

【申し込み方法】
① 電話
② 下記参加申込用紙に必要事項を明記し、ＦＡＸまたは郵送、Ｅメールでお申し込み下さい。
③ 愛知障害フォーラムのホームページからも申し込みできます。
http://aichidisabilityforum.com/

【申し込み・問い合わせ先】
愛知障害フォーラム事務局（担当：木下）
〒466-0037
名古屋市昭和区恵方町２－１５
電話：052-851-5240
Ｅメール：adf.jimu.2008@gmail.com
ホームページ：http://aichidisabilityforum.com/

お申込みFAX番号：052-851-5241

会 場：朝日新聞名古屋本社１５階【朝日ホール】
（名古屋市中区栄１丁目３）

定 員：250名
参加費（資料代）：500円（介助者の方で資料が不要な方は無料です）

※要約筆記・手話通訳・ヒアリングループ・点字資料有

氏名：
所属団体：

連絡先： Ｅメールアドレス：
車椅子使用： 電動車椅子 ・ 簡易電動車椅子 ・ 手動
介助者： 有 ・ 無

点字資料が必要な方は□にチェックして下さい □（必要）
事前にテキストデータを希望される方は□にチェックして下さい □（必要）


